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　市では、一次産業の労働力不足と雇用対策の一体的な取組
みとして、「北斗市無料職業紹介所」を開設し、農林漁業の
作業への就労をあっせんしています。

● 対象／市内在住で求職を希望される方及び市内在住の農林
漁業者。

● 利用方法／市役所、総合分庁舎、七重浜・茂辺地両支所に
備え付けの求職申込書・求人申込書を提出してください。

● 働き先の紹介／申込書を受理した後、求人登録者（農林漁
業者）あるいは求職登録者と連絡調整し、仕事をあっせん
します。

● 求人情報／市役所、総合分庁舎、七重浜・茂辺地両支所に
設置のチラシまたは市公式ホームページでお確かめください。

　　北斗市無料職業紹介所（市役所水産商工労働課内）
　　［内線２８７］

　市では、市民や市への移住・定住希
望者に市内の求人情報を提供し、就労
場所の確保と経済発展の一体的な取り
組みを行うため、市公式ホームページ
で、市内事業者の求人情報を発信して
います。

● 求人掲載条件／市内に事業所を有
し、北斗市商工会・北斗市建設協会・
北斗市観光協会の会員である事業者
● 利用方法／市公式ホームページに掲
載している求人申込書を、会員とし
て所属している各団体へ提出してく
ださい。

　　 市役所水産商工労働課商工労働係
［内線２８７］
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市内求人情報のお知らせ
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無料職業紹介所を利用しませんか無料職業紹介所を利用しませんか

農業担い手育成奨学金
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●貸付対象
　次のすべてに該当する人
　① 市内で農業を営む人の子弟で、高校または
農業関係の大学等に進学した人

　② 将来、市内で農業経営の担い手になろうと
する人

　③ 心身とも健康で、将来の農業経営者または
補助者としてふさわしい資格を有する人

●貸付限度額（月額）

▽高校に在学／１万円

▽大学に在学／１万５千円
●貸付の取消
　 　中途退学したときや、通学以外の理由で市
外へ転出したとき、卒業後農業以外の職に就

いたときなどは、貸付の決定を取り消します。
その場合、３か月以内に奨学金の全額を償還
しなければなりません。

●償還の免除
　 　高校または大学などを卒業後、引き続き３
年間自家の農業に基幹的に従事したときは、
奨学金の償還を免除します。

●申請方法・申請期限
　 　４月30日㈭までに申請書を農業委員会へ
提出してください。申請書は農業委員会窓口
で配布するほか、市公式ホームページからダ
ウンロードできます。

　　市農業委員会事務局（総合分庁舎内）
　　☎７７－８８１１［内線１３１］
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　農業担い手育成奨学金は、北斗市の農業振興と農業後継者を確保するため、修学に必要な資金を貸
付けし、農業経営の安定と優れた農業経営の担い手を育成する目的で行っています。


